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「国連グローバル・コンパクト」への参加に関するお知らせ 
 

 

 
当社は、このたび、国連グローバル・コンパクト（以下「UNGC」）に署名し、2019年 3月 18日に参

加企業として登録されましたので、お知らせいたします。 

 

UNGC とは、各企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き

一員として行動し、持続可能な成長を実現するための世界的な枠組み作りに参加する自発的な取り組み

であります。署名する企業・団体は、人権の保護、不当な労働の排除、環境への対応、腐敗の防止に関

わる 10の原則について、支持、実践することが求められています。 

 

当社では、創業理念である「人を育て 人を活かす」のもと、働く人たちが成長できる環境を整備し、

その能力を十分に発揮できる場を提供することで、日本の製造業における雇用を守り、働く方々の仕事

に対するやりがいを育んでおりますが、今後は国連が提唱する「人権・労働・環境・腐敗防止」の 4 分

野より構成される UNGC の 10 原則を支持・実践することで持続可能な社会の実現に貢献してまいりま

す。 

 

 

国連グローバル・コンパクトの１０原則 

人権 
原則１ 人権擁護の支持と尊重 

原則２ 人権侵害への非加担 

労働 

原則３ 結社の自由と団体交渉権の承認 

原則４ 強制労働の排除 

原則５ 児童労働の実効的な廃止 

原則６ 雇用と職業の差別撤廃 

環境 

原則７ 環境問題の予防的アプローチ 

原則８ 環境に対する責任のイニシアティブ 

原則９ 環境にやさしい技術の開発と普及 

腐敗防止 原則 10 強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取り組み 

 

 

以上 

 
 


